
議案第８２～８６号
交野市一般職の職員の給与に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部
を改正する等の条例の一部を改正する条例について 他４件

２．条例改正の目的

令和５年度の国家公務員の給与に関する人事院勧告及び一般職の職員の給与に関する法律等の改正を踏
まえ、国に準じて給料表及び期末勤勉手当の支給月数の改正を行う。なお、任期付教育職員については、
大阪府人事委員会勧告を踏まえ、大阪府に準じて改正を行う。

参考資料 総務部人事課

３．条例改正の主な内容
⑴ 給料表の改正（令和５年４月遡及適用）
・一般職…初任給を、大学卒９，５００円程度、高校卒１２，０００円程度引き上げ、これを踏まえ
て、若年層に重点を置き、給料表の引上げ改定を行う。

・会計年度任用職員…一般職の給料表等の改正内容に準じて、給料表の引上げ改定を行う。
・任期付教育職員…大阪府の給料表に準じて引上げ改定を行う。
・特定任期付職員…国家公務員に準じて引上げ改定を行う。

１．提案する条例

議案第８２号 交野市一般職の職員の給与に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例について

議案第８３号 交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
議案第８４号 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
議案第８５号 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例につい

て
議案第８６号 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例について

【参考】給料表の改正による年間影響額（概算）

一般職・特定任期付・再任用・会計年度任用

７７，１３９千円
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参考資料 総務部人事課

⑵ 期末勤勉手当の改正

令和５年１２月支給月数 令和６年６月及び１２月支給月数 期末勤勉手当年間支給月数

現行 改正案 現行 改正案 現行 改正案

一般職・任期付

期末手当 １．２月 １．２５月 １．２月 １．２２５月

４．４月 ４．５月

勤勉手当 １．０月 １．０５月 １．０月 １．０２５月

再任用

期末手当 ０．６７５月 ０．７月 ０．６７５月 ０．６８７５月

２．３月 ２．３５月

勤勉手当 ０．４７５月 ０．５月 ０．４７５月 ０．４８７５月

会計年度任用 期末手当 １．２月 １．２５月 １．２月 １．２２５月 ２．４月 ２．４５月

特定任期付 期末手当 ２．１５月 ２．２５月 ２．１５月 ２．２月 ４．３月 ４．４月

特別職 期末手当 ２．１２５月 ２．２２５月 ２．１２５月 ２．１７５月 ４．２５月 ４．３５月

【参考】期末勤勉手当の改正による年間影響額（概算）

一般職・特定任期付・再任用・会計年度任用 特別職

２７，９３１千円 ３１７千円

４．施行期日

公布の日



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
      令和５年１２月定例会 

議案の 
件 名 

議案第８２～８６号 
交野市一般職の職員の給与に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等

に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例について 
交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 
交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 
交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す

る条例について 
交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他

（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
 本件各条例は、一般職、会計年度任用職員、特別職等の給与等に関する事

項を定めることを目的とする。 
 
 
 

 人事院勧告を踏まえた改正については、府下他市町村についても概ね実施予定であ

る。 
〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
 令和５年の国家公務員の給与に関する人事院勧告等を踏まえ、給料表及び

期末・勤勉手当の支給月数の改正を国等に準じて行うため。 
 

給料表の改正及び期末勤勉手当の改正による年間影響額（概算）105,387 千円 

【内訳】給料表の改正：一般職・任期付・再任用・会計年度 77,139 千円 

期末勤勉手当の改正：一般職・任期付・再任用・会計年度 27,931 千円、 

特別職 317 千円 
〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
 令和５年８月、人事院から国家公務員の給与に関する勧告等が行われ、こ

れを受け、国においては令和５年１０月に一般職の職員の給与に関する法律

等の一部を改正する法律案等が国会に提出された。 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ― 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 その他 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 公布の日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
総務部 人事課  有 ・ 無（新旧対照表等） 

 



 

第１条 交野市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第８号）新旧対照表 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在職

期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０    を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在職

期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 

（略） （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６

８．７５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２０    」とあるのは「１００分の６

７．５  」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の適用については、同項中「１０

０分の１２２．５」とあるのは「１００分の２２０」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の適用については、同項中「１０

０分の１２０    」とあるのは「１００分の２１５」とする。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基

準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基

準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

（１） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の１０２．５を乗じて得

（１） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の１００    を乗じて



 

新 旧 

た額の総額 得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年

前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．７

５を乗じて得た額の総額 

（２） 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年

前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４７．５

  を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 



第２条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年条例第１７号）新旧対照表 

新 旧 

(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正) 

第６条 （略） 

(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正) 

第６条 （略） 

第７条 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように 

改正する。 

別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項を次のように改める。 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 円 円 円

２１

６，２

００

２５

６，２

００

２７

５，６

００

２９

０，７

００

３１

６，２

００

３５

８，０

００

３９

１，２

００
 

第７条 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように 

改正する。 

別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項を次のように改める。 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円 円 円 円 円 円 円

２１

５，２

００

２５

５，２

００

２７

４，６

００

２８

９，７

００

３１

５，１

００

３５

６，８

００ 

３８

９，９

００
 

  

  

 



 

交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第２２号）新旧対照表 

新 旧 

（期末手当） （期末手当） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（それぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）においてフルタイム会計年度任用職員が受け

るべき給料及び地域手当の月額の合計額をいう。）に１００分の１

２２．５を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得

た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（それぞれの基準日現在（退職

し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）においてフルタイム会計年度任用職員が受け

るべき給料及び地域手当の月額の合計額をいう。）に１００分の１

２０    を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得

た額とする。 

（略） （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 

 



 

交野市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年条例第２号）新旧対照表 

新 旧 

（その他の給与） （その他の給与） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１７．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、給与条例第２０条第２項の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

３ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１２．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、給与条例第２０条第２項の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

４ （略） ４ （略） 

 



 

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（昭和３２年条例第７号）新旧対照表 

新 旧 

（その他の給与） （その他の給与） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１７．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、給与条例第２０条第２項の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１２．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、給与条例第２０条第２項の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

５ （略） ５ （略） 

 



 

交野市水道事業管理者の給与等に関する条例（昭和５０年条例第２３号）新旧対照表 

新 旧 

（その他の給与） （その他の給与） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１７．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、給与条例第２０条第２項の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の２１２．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期

間の区分に応じて、給与条例第２０条第２項の表に定める割合を乗

じて得た額とする。 

５ （略） ５ （略） 

 


